
子ども・子育て支援事業計画中間年の見直し方針案について 

 

１ 子ども・子育て支援事業計画（以下、「計画」という。） 

   子ども・子育て支援法（以下、「法」という。）に基づき、５年を１期とする教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等に、法に基づく業

務の円滑な実施に関する計画を定めることとされている。 

   市町村子ども・子育て支援事業計画（法第６１条） 

   都道府県子ども・子育て支援事業支援計画（法第６２条） 

 

２ 県計画の状況 

   県計画は、岡山いきいき子どもプラン２０２０（以下、「プラン」という。）の中に

定められており、その計画期間は 2020（令和 2）年度から 2024（令和 6）年度である。 

（「プランＰ８ 「２ 計画の性格・位置づけ」及び「３ 計画の期間」参照） 

 

  【参考】幼児期の教育・保育の量の見込みとその確保方策（プランＰ４３参照）抜粋 

   

 

３ 計画の中間年見直し基準 

   教育・保育給付認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分に係る

量の見込みと大きく乖離している場合には、適正な基盤整備を行うため、計画の見直

しを行う。 

 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ど 

も・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て 

両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成２６年内 

閣府告示第１５９号） 

資料４ 



   実績値と市町村計画における「量の見込み」（必要利用定員総数）を比較して、１０％

以上の乖離がある場合は、原則として、要因分析を行い、それに基づく見直し作業を

行うこととする。 

   ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響により、平常時の実績（今後の利用ニ

ーズを含む）の想定が困難であって、令和４年度に中間年見直しが必要かどうかの判

断ができない場合、必ずしも当該年度に見直しを行う必要はなく、令和５年度以降に

必要に応じて実施する。 

 

第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのた 

めの考え方について（令和４年３月１８日内閣府事務連絡） 

 

 

４ 市町村計画見直しの検討状況（令和４年７月４日時点） 

検討状況 市町村数 市町村名 

見直しを実施 １３ 

岡山市、倉敷市、笠岡市、高梁市、新見市、備前市、 

瀬戸内市、真庭市、早島町、里庄町、勝央町、美咲町、

吉備中央町 

見直さない ４ 新庄村、奈義町、西粟倉村、久米南町 

検討中 １０ 
津山市、玉野市、井原市、総社市、赤磐市、美作市、 

浅口市、和気町、矢掛町、鏡野町 

（参考）前回（第１期計画）の中間年見直し状況 

      １０市町（岡山市、倉敷市、笠岡市、総社市、瀬戸内市、浅口市、早島町、 

里庄町、矢掛町、美咲町） 

 

５ 県計画の見直し方針案 

（１）見直し事項   教育・保育の量の見込みと確保方策 

           認定こども園の目標設置数及び設置時期 等 

（２）スケジュール  ～１２月  市町村計画の見直し数値の取りまとめ 

           １～３月  計画案の作成 

                 子ども・子育て会議に計画案を報告 

                 計画の決定、公表 


